
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）は、収益事業を行っていない場合であっても法人都民税（均等
割）の申告納付は必要です。（収益事業を行う場合は法人事業税・特別法人事業税（地方法人特別
税）・法人都民税（法人税割）の申告納付も必要となります。）

ただし、東京都では都税条例により、収益事業を行わないＮＰＯ法人が期日までに申告書と免除申
請書を提出すれば均等割を免除することとしています。（収益事業を行っている場合は免除されませ
ん。）

期日までに上記書類をご提出いただけない場合は、法人都民税（均等割）の免除は行えませんので、
免除を希望される場合は、必ず期限内にご提出願います。

ＮＰＯ法人のみなさまへ 東 京 都 主 税 局

法人都民税均等割の免除についてのご案内

ＮＰＯ法人を設立しまし
た。都税事務所に届出は必
要でしょうか？

ＮＰＯ法人にはどのよう
な場合に法人事業税・都民
税がかかるのですか？

ＮＰＯ法人の法人事業税・都民税Ｑ＆Ａ

A 法人設立・設置届出書の提出が必要で

す。
設立の日から15日以内に所管の都税事務

所（都税支所）・支庁に届け出てください。
届出書は各都税事務所等の窓口に置いてあ
ります。

添付書類は登記簿謄本（写し可）、定款
の写しです。

A 収益事業を行っているか否かで異なりま

す。

① 収益事業を行っていない場合
法人都民税（均等割）が課税されます。
ただし、東京都では条例による免除措置が

あります。
なお、法人事業税の申告納付は不要です。

② 収益事業を行っている場合
株式会社などの普通法人と同様に法人事業

税・特別法人事業税（地方法人特別税）・法
人都民税（法人税割・均等割）が課税されま
す。条例による免除措置はありません。

事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告納
付を行ってください。

収益事業を行っていない
ＮＰＯ法人です。申告納付
すべき法人都民税均等割額
はいくらになりますか。

A 次のように計算してください。

① 特別区のみに事務所がある場合
・・・7万円（年税額 東京都及び特別区分）

② 都内の市町村のみに事務所がある場合
・・・2万円（年税額 東京都分）

上記の他に、事務所が特別区に（①の場合
はその特別区以外に）ある場合は、1区につき
5万円（年税額）が加算されます。

Ｑ
１

Ｑ
２

収益事業とはどのような事業
ですか？

A 収益事業とは法人税法施行令第5条に

規定される事業をいいます。現在行っている

事業活動が収益事業に該当するかどうかにつ

いては所管の税務署にご確認ください。

Ｑ
３

Ｑ
４
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※このパンフレットはＮＰＯ法人用のものです。ＮＰＯ法人以外の公益法人等の場合は取
扱いが異なりますので、各都税事務所にご確認ください。

収益事業を行っていない
場合は、どのような手続き
を行えば免除されますか？

収益事業を行っていない

ＮＰＯ法人です。東京都内

の市町村に事務所があるの

ですが、市町村民税の均等

割の免除はありますか？

収益事業を開始した場合、
東京都への手続きはどう
なりますか？

A 決算期にかかわらず、収益事業を

行っていない場合は、４月３０日までに

免除申請書等を提出してください。

A 市町村民税の均等割の免除について

は、各市町村が決めることになっていま

す。お手数ですが、市役所、町村役場に

確認してください。

A 所管の都税事務所等に異動届出を提

出してください。
添付書類は税務署に提出した収益事業

開始の届の写しです。

収益事業を行っていない
ＮＰＯ法人です。12月決算
なのですが、免除申請は4
月30日までに出さなければ
ならないのでしょうか？

詳しくは、所管の都税事務所の

法人事業税班までお問い合わせください。

A ４月３０日までに所管の都税事務所等

に以下の２点を提出してください。
① 都民税の均等割申告書
② 都民税（均等割）免除申請書

なお、4月30日までに免除申請
書等を提出されなかった場合は、免
除となりませんので、必ず期限内に
申請するよう、ご注意ください。

Ｑ
５

Ｑ
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ＮＰＯ法人の申告の概要

　設立の届出 　都税条例第114条の2、第202条の2 　都税条例第26条、第114条の2、第202条の2

　確定申告 【法人事業税】

　地方税法第72条の25、第72条の28

【法人都民税（均等割）】 【法人都民税（法人税割・均等割）】

　地方税法第53条第31項 　地方税法第53条第1項

　地方税法第321条の8第31項 　地方税法第321条の8第1項

　均等割の免除 　都税条例第117条の2、第206条

　都税条例施行規則第29条の4

　期間 　地方税法第52条第2項第3号 　地方税法第72条の13

　地方税法第312条第3項第3号

令和5年4月1日現在

収益事業を行っている収益事業を行っていない

      　法人税：　　課税     　法人税 ：　　非課税

免除規定の適用について

(注)第６号様式、第６号様式（その２）又は第６号様式（その３）

4月30日までに第11号様式で申告

法人都民税(均等割)：課税

事業年度終了の日から２ヶ月以内に
第６号様式（注）で申告

・法人事業税
・特別法人事業税
　(又は地方法人特別税)

・法人都民税
　(法人税割・均等割)

　：課税

　均等割免除の申請の受付は各都税事務所の担当
窓口で行います。
　申請方法・必要書類など詳しくは、所管都税事
務所の法人事業税班にお問い合わせください。

　収益事業を行っていない場合

根　拠　条　文
　収益事業を行っている場合

※免除措置はありません。
　※法人事業税は非課税
　※法人都民税(法人税割)は発生しません。

税
務
署

都
税
事
務
所

この法人都民税均等割の免
除は、都税についてのみ適用
されます。
各法人市民税・県民税等に

ついては、各市役所・県税事
務所等へおたずねください。

NPOを設立した際、収益事業の開始・廃止した際等は、届を提出してください。

ＮＰＯ法人


